
第5次岸和田市障害者計画振り返りシート 資料１

通

し

番
号

基本目標 施策の方向 内　容 担当課 事業名 令和３年度の実施（実績）内容（委託、助成含む）
事業評価

（令和３年度末）

1 ① 障害や障害のある人
に関する啓発活動の
推進

・広報きしわだをはじめ、講演会やイ
ベント開催、障害者週間（12月３日～
９日）等における街頭キャンペーン
等、様々な機会を通じた啓発活動を
推進します。

・精神障害や発達障害、高次脳機能
障害等、一般的にまだ広く周知がさ
れていない障害や、外見からはわか
りにくい障害についても、正しい知識
の普及・啓発に努めます。

人権・男女共同
参画課

障害者支援課

人権啓発紙発行事業

障害者差別解消啓発
事業

・広報きしわだ12月号人権の窓として、「想いを伝える
ために」と題し、コミュニケーションをテーマにした啓発
記事を掲載。

・障害者差別解消法に関するセミナー「僕の宝物～東
京パラリンピックに向けて～」の開催を企画していた
が、新型コロナウイルス感染症感染拡大防止のため
中止とした。

・世界自閉症啓発デー・発達障害啓発週間について、
広報きしわだ、市内各施設へのチラシの配架・ポス
ター掲示を行った。

・障害者週間に合わせ、公民館などの市の機関や社
会福祉協議会に啓発用のポケットティッシュを配架し
た。

２．ある程度の成果を得て
いる

2 ② 障害のある人との交
流の促進

・地区市民協議会や地区福祉委員会
などの活動を通して、地域と障害の
ある人との交流の促進を働きかけま
す。

・「岸和田市避難行動要支援者支援
プラン」をきっかけに、日頃から顔の
見える関係づくりに取り組みます。

社会福祉協議会
誰もが集えるリビング
の推進

・障害の有無や年齢にかかわらず誰もが集えるリビン
グの運営支援や助言、地域住民への周知を行った。

２．ある程度の成果を得て
いる

3 ① 保育・教育の場におけ
る福祉教育の推進

・保育所・幼稚園では、それぞれの発
達に応じた保育・教育を明確にし、す
べての子どもがいきいきと生活でき
る環境づくりをめざすとともに、障害
についての理解の促進に努めます。

・小・中学校における支援学級・支援
学校との交流や共同学習、当事者の
方の講演会等を通した交流の機会
の充実を図ります。また、ボランティ
ア学習や車いす、手話等の体験的な
活動や、精神障害や発達障害等に
ついての理解促進を取り入れた取り
組みを推進します。

人権教育課

障害者支援課

特別支教育事業

・新型コロナウィルス感染症予防の観点から、各学校
園において規模を縮小するなどして、支援学校との交
流や共同学習を実施した。また、障害理解教育や福
祉教育等についても、感染予防を行いながら可能な
範囲で実施した。

・社会福祉協議会が事務局であるプロジェクトグルー
プ「から～ず」に参画し、グループワークと当事者によ
る語りをあわせた活動を企画し、依頼のあった市内小
学校児童や教職員に向けて、こころの病に関する啓
発と理解促進に努めた。

２．ある程度の成果を得て
いる

4 ② 家庭・地域における学
習機会の充実

・市民を対象として、障害のある人の
人権問題をはじめとした幅広い人権
問題の学習機会を提供するととも
に、参加者の増加に向けた取り組み
を推進します。

人権教育課
人権教育・人権啓発
事業

・人権・男女共同参画課と連携して、12月上旬に人権
を守る作品展を開催。児童生徒の人権ポスターや人
権標語を展示し、市民に多数参加いただいた。

１．計画通り、あるいはそれ
以上の成果を得ている

5 ① 差別をなくすための啓
発活動の推進

・「障害者差別解消法」について、広
報紙やホームページ、研修等を通し
た理解・啓発の推進を図ります。

障害者支援課

人権・男女共同
参画課

障害者差別解消事業

・平成28年度より、広報きしわだやホームページに掲
載している。毎年、障害者差別解消法についての市
民対象のセミナーを開催しているが、令和３年度は新
型コロナウィルス感染症拡大防止のため、中止した。
また、市職員への説明会や新採職員への研修も毎年
実施している。

２．ある程度の成果を得て
いる

具体的な取り組み 取り組み

Ⅰ　ともに生き、支
えあう地域社会を

実現する

1障害に対する理
解の促進

(1) 障害や障害のある
人に関する理解の
普及・啓発

(2) 福祉教育・人権教
育の推進

2　障がいのある
人の尊厳の保持

(1) 差別の禁止

1 ページ
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番
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基本目標 施策の方向 内　容 担当課 事業名 令和３年度の実施（実績）内容（委託、助成含む）
事業評価

（令和３年度末）
具体的な取り組み 取り組み

6 ② 差別解消に向けた体
制整備

・障害を理由とする差別に関する相
談や、課題の解決等の取り組みを推
進するため、相談体制や市職員等の
研修の充実を図ります。

・協議体を設置し、関係機関のネット
ワークを構築することにより、課題の
検討等の主体的な取り組みを推進し
ます。

・市職員や教職員、関連機関の職員
等に対し、障害のある人の人権問題
をはじめとした幅広い人権問題研修
の実施に取り組みます。

障害者支援課

人権教育課

特別支教育事業

人権教育・人権啓発
事業

・相談窓口は、障害者支援課と人権・男女共同参画
課の２課で対応し、令和３年度の相談件数は２件で
あった。

・市役所内では新規採用者への研修や管理職研修を
実施した。

・多機関の連携を目的とした差別解消支援地域協議
会を11月に開催した。

・障害理解を進めるために、関係機関との連携を行っ
た。また、障害理解をはじめとする幅広い人権教育課
題について、教職員の知的理解を深めるために研修
を実施した。

２．ある程度の成果を得て
いる

7 ① 虐待防止に関する啓
発活動の推進

・市民や社会福祉施設等に対し、障
害者虐待防止に関する理解と認識を
深めるため、講演会や研修会の実施
等を通した啓発の推進を図ります。

障害者支援課 障害者虐待防止事業
・事業者を対象に、虐待防止研修を実施した（「権利
擁護研修　事例から学ぶ」）

２．ある程度の成果を得て
いる

8 ② 虐待防止に向けた体
制整備

・虐待に関する通報・相談窓口とし
て、「障害者虐待防止センター」の機
能の維持・強化を図ります。

・自立支援協議会の権利擁護部会を
はじめ、「岸和田市障害者虐待防止
ネットワーク」の活用、地域包括支援
センターやコミュニティーソーシャル
ワーカー（ＣＳＷ）との定例会等、関
連機関・団体との連携の強化により、
個別のケースに応じた多面的な支援
の充実を図ります。

障害者支援課 障害者虐待防止事業

・虐待防止ネットワーク会議代表者会議を書面開催に
て開催し、当年度の障害者虐待に関する市の対応状
況及び研修会、啓発活動についての事業報告、情報
交換、意見交換を行った。

２．ある程度の成果を得て
いる

9 ① 日常生活自立支援事
業の利用促進

・判断能力が十分でない障害のある
人の福祉サービスの利用援助及び
日常の金銭管理を行う日常生活自
立支援事業について、増加する利用
者に対応できるよう支援体制の充実
を図ります。

社会福祉協議会
日常生活自立支援事
業

・令和３年3月末 契約件数 360件（内訳　認知症141
件、知的 76件、精神143件）
契約件数、相談件数とも増加しており、契約内訳で
は、精神障害が増加している。年々利用者数が増加
する中、他市と比較して市補助額が安価であるため、
職員体制を維持が困難となりつつあり、事業の継続
性が課題である。

３．あまり成果を得ていない

10 ② 成年後見制度の利用
促進

・判断能力が十分でない障害のある
人等が安心して生活できるよう、成
年後見制度の利用促進とともに、情
報提供や本人・親族による申し立て
の支援を行います。

・支援が必要な方に対して、成年後
見制度市長申立てを適切に行いま
す。

・成年後見制度における後見等の業
務を適切に行うことができる法人を
確保できる体制を整備し、法人後見
を受任（実施）する団体を支援するこ
とで、障害のある人の権利擁護を図
ります。

・国が成年後見制度利用促進基本計
画に定める市町村計画や地域連携
ネットワークの整備について検討を
進めます。

福祉政策課

障害者支援課
成年後見制度利用支
援事業

・個別の相談や、高齢者・障害者虐待対応のなかで、
必要に応じて、成年後見市長申立て（令和３年度は
障害５件、高齢２０件）を行った。
　
・社会福祉協議会の権利擁護センター等と連携して
本人や親族申立ての支援を行った。
　
・福祉政策課、障害者支援課、権利擁護センター等と
の権利擁護支援会議は継続して実施している。

２．ある程度の成果を得て
いる

Ⅰ　ともに生き、支
えあう地域社会を

実現する

2　障がいのある
人の尊厳の保持

(1) 差別の禁止

(2) 虐待の防止と対応
の充実

(3) 権利擁護の推進

2 ページ
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し

番
号

基本目標 施策の方向 内　容 担当課 事業名 令和３年度の実施（実績）内容（委託、助成含む）
事業評価

（令和３年度末）
具体的な取り組み 取り組み

11 ③ 選挙における配慮の
推進

・障害のある人が選挙に参加しやす
いように、選挙公報や候補者名簿等
の点字版・音声テープ版の製作とと
もに、投票所での車椅子の配備やス
ロープ設置、選挙管理本部での手話
通訳者の配属等、投票しやすい環境
整備を継続します。 また、代理投票
や郵便等による不在者投票等、障害
のある人に配慮した投票制度の周知
に努めます。

選挙管理委員会

・衆議院総選挙及び
最高裁判所裁判官国
民審査事業

・市長選挙事業

・選挙のお知らせや選挙公報の点字版・音声CD版を
作成。（選挙公報の作成は岸和田市長選挙のみ）

・候補者名簿の点字版を作成。（岸和田市長選挙の
み）

・投票所での車いすの配備やスロープ設置、選挙管
理本部での手話通訳者の配属。

・障害者手帳交付時に配付するしおりに、障害のある
方に配慮した投票制度の案内を引続き掲載。

１．計画通り、あるいはそれ
以上の成果を得ている

12 ① 避難体制づくりの推進 ・「岸和田市避難行動要支援者支援
プラン」に基づき、避難行動要支援者
の把握や地域による安否確認、避難
誘導体制の構築を促進します。

・避難所施設のバリアフリー化やトイ
レ整備を推進します。また、福祉避難
所ガイドラインに基づき、さらなる福
祉避難所の指定に向けた関係機関
との調整を推進します。

・災害時の災害情報を適切に伝達す
るため、防災行政無線やエリアメー
ルをはじめ、住民向けメール、ＴＥＬ、
ＦＡＸ機能等様々な手段を使った情報
提供を行うとともに、要支援者をはじ
めとした市民に積極的な周知を図り
ます。

危機管理課

障害者支援課

介護保険課

・防災福祉コミュニ
ティ活動支援事業

・避難行動要支援者
支援事業

・防災情報管理事業

・「岸和田市避難行動要支援者支援プラン」に基づき
介護保険課で作成した要支援者名簿のうち、平常時
からの名簿提供に同意頂けた方の名簿について、地
域の支援者や支援団体等へ提供し、地域での防災訓
練や見守り活動に活用してもらえるよう働きかけた。

・障害児の福祉避難所の指定のため関係者と意見交
換を実施した。

・災害関連情報を適切に住民へ伝達できるよう、防災
行政無線やエリアメール/緊急速報メールをはじめ、
メールアドレスを登録頂いている町会関係者へのメー
ル配信や、市ウェブサイトへの掲載、Twitter、
Facebook、Instagramへの掲載等、情報発信の多重
化を図った。
また、出前講座等では、市民自らも積極的に情報取
得に努めてもらえるよう啓発した。

・「岸和田市避難行動要支援者支援プラン」に基づ
き、避難行動要支援者名簿を更新し、令和４年2月に
町会・自治会、民生委員・児童委員、地区福祉委員会
等へ名簿提供の同意者の名簿を配付した。
（令和3年11月に対象者678名に通知し、256名より返
送、最終2,881名の同意者の名簿を配付）

２．ある程度の成果を得て
いる

13 ② 地域での防災活動の
推進

・「岸和田市避難行動要支援者支援
プラン」に基づき、要支援者名簿を活
用した避難支援者による普段の地域
の見回りや見守り活動等の促進を働
きかけます。

・要支援者自身も参加する自主防災
組織をはじめとした地域の防災訓練
の実施の促進を働きかけます。

・障害者施設等に向けた消防訓練の
指導に積極的に取り組みます。ま
た、障害のある人も参加できる訓練
の周知や、実施方法の工夫を図りま
す。

・聴覚や言語機能に障害のある人が
音声によらず１１９番通報できる
「NET１１９緊急通報システム」の普及
啓発に努めます。

・聴覚・視覚障害のある人に対する
救急講習の資機材の充実を図りま
す。

危機管理課

消防予防課

消防署

社会福祉協議会

・防災福祉コミュニ
ティ活動支援事業

・防災・減災対策事業

地区福祉委員会活動
推進事業
小地域ネットワーク活
動推進事業

・「岸和田市避難行動要支援者支援プラン」に基づき
介護保険課で作成した要支援者名簿のうち、平常時
からの名簿提供に同意頂けた方の名簿について、地
域の支援者や支援団体等へ提供し、地域での防災訓
練や見守り活動に活用してもらえるよう働きかけた。

・地域での出前講座等では、要支援者自身も積極的
に参加できる地域の防災訓練の実施の促進を働きか
けた。

・救急講習用として聴覚障害者用AEDトレーナーを導
入しており、そのトレーナーの維持管理に努めてい
る。

・「NET１１９緊急通報システム」の広報活動（広報紙
への掲載等）を実施した。

・障害者支援施設等での消防訓練の指導実績は４件
あり。障害の程度に合わせて、施設職員の力を借り
ながら、現場で工夫・対応し、消火・避難訓練の指導
を行なった。

・地区福祉委員会に「避難行動要支援者制度」の周
知する機会を持つことが新型コロナウィルス感染症の
影響もあり困難であったが、可能な範囲で活動をして
いただいた。

２．ある程度の成果を得て
いる

3　安心・安全対策
の促進

(1) 防災対策の推進

Ⅰ　ともに生き、支
えあう地域社会を

実現する

2　障がいのある
人の尊厳の保持

(3) 権利擁護の推進

3 ページ
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具体的な取り組み 取り組み

14 ① 地域での防犯活動の
推進

・「安全見まもり隊」や「こども110番の
家」等、地域住民による見守り活動
の周知・促進により、地域ぐるみの防
犯体制づくりを推進します。

・支援学校や相談支援事業所、通所
事業所等へ出前講座を開催し、消費
者被害防止に努めます。

・警察と連携し、緊急時のFAXによる
緊急通報の受理（FAX110番）や、E
メールによる緊急通報の受理（メー
ル110番）等に関する周知を促進しま
す。

生涯学習課

自治振興課

障害者支援課

消費者安全安心確保
事業

青少年対策事業

・令和3年度は相談支援事業所での出前講座を実施
できなかったが、昨年度に引き続き、岸和田市障害者
虐待防止ネットワークに参加し情報共有を図ってい
る。

・「安全見まもり隊」・・・・平成17年度より、大阪府下全
域で取り組んでいる。岸和田市内では、市内の全小
学校区に「子どもの安全見まもり隊」を設置し、地域の
ボランティアの方々の協力を得ながら、子どもたちの
登下校時の通学路における子どもの見守り活動を行
うことにより、子どもの安全を確保している。
見守り隊員の登録者数：3,630人、箇所数：344箇所

・「こども110番の家」・・・協力家庭数：5,151家庭、協
力事業数：123事業

２．ある程度の成果を得て
いる

15 ② 交通安全対策の推進 ・車イス利用者や視覚障害のある人
などが安心して通行できるように、放
置禁止区域内の自転車・ミニバイク
の撤去や、学校・地域での交通安全
教室等の啓発活動を通し、市民の交
通マナーの向上に努めます。

建設管理課
自転車駐車対策事業
交通安全対策事業

・放置禁止区域内の放置自転車等撤去610台（自転
車579台、原付バイク31台）

・交通安全教室2回、運転者講習会はコロナの為非開
催
交通指導員による学童登校指導20回

２．ある程度の成果を得て
いる

16 ① 情報のバリアフリー化
の推進

・障害のある人が必要とする福祉
サービスに関する情報や、余暇活動
に関する情報について、広報紙やイ
ンターネット、テレビ・ラジオ等様々な
媒体を活用して周知を推進します。

・情報提供は、障害のある人だけで
なく、高齢者、外国人等にも配慮し
て、できるだけわかりやすい表現を
用いるよう進めます。また拡大文字
の使用、点字版や音声版の作成、外
国語表記などにも努めていきます。

・障害者用トイレの存在が外からみ
てわかる「トイレＯＫシール」の普及を
通して「街角トイレ運動」を推進しま
す。

広報広聴課

社会福祉協議会

広報事業

バリアブレイクプロ
ジェクト

点訳・録音図書製作
事業

・障害のある人を対象とした行政情報などを、随時、
広報きしわだやホームページに掲載し、積極的な情
報発信を行った。広報きしわだ掲載時には、視覚障
害者や弱視の人が読み取りやすいようフォントや配
色に配慮した。

・広報きしわだの音声版「声の広報」や点字版「点字
広報」の作成を広報きしわだ発行時に行った。

・ホームページでは、アクセシビリティに配慮したペー
ジ作りに努めた。

・感染症拡大に伴い、岸和田祭の観覧自粛により、車
いすユーザー等が祭礼を楽しむためのマップ作り、お
よび作成のためのまち歩き、試験曳き見学ツアーは
中止となった。
代替事業として、マップ作りや試験曳き見学ツアー等
これまでの取り組みを発信するためのWEBページの
作成を実施した。
実行委員会12回114人参加

・視覚障害のある方からバスの時刻表を点訳、音訳し
てほしいというリクエストがあり対応した。

・社協だよりの音訳を実施した。

２．ある程度の成果を得て
いる

17 ② 地域における情報提
供の推進

・障害福祉サービスや介護保険制
度、新たなサービスの詳細等につい
て、公民館や集会場での情報提供の
促進とともに、要請に応じて出前講
座の実施を推進します。

・パソコン講習会の継続により、コミュ
ニケーション及び情報収集の手段と
してのパソコン利用の周知・拡大を図
ります。

生涯学習課
生涯学習活動推進事
業

・Ｒ3度生涯学習出前講座において、障害福祉施策、
介護保険制度等のメニューを設け、情報提供体制の
充実を図った（※R3度は1件の申込みがあったが、コ
ロナの影響で中止となった。）。

２．ある程度の成果を得て
いる

3　安心・安全対策
の促進

(2) 防犯・交通安全対
策の推進

4　情報提供・コ
ミュニケーション支
援の充実

(1) 情報提供体制の充
実

4 ページ
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18 (2) コミュニケーション
の支援の充実

・聴覚に障害のある人の社会参加や
余暇活動を支援するため、手話通訳
者や要約筆記者の派遣を推進しま
す。

・福祉関連窓口などにおいて、手話
通訳者の配置や、職員への手話研
修に努めます。

・手話通訳者（奉仕員）や要約筆記者
の養成研修や現任研修を継続しま
す。

障害者支援課

社会福祉協議会
ボランティア養成講座

・聴覚に障害のある人の社会参加を支援するため、
多方面における手続き等に、手話通訳者や要約筆記
者の派遣を行った。

・市民病院に手話通訳者を設置しており、必要時に直
接支援を受けていただいている。

・職員に対しての手話研修を実施した。

・手話通訳者や要約筆記者の養成研修や現任研修
については、新型コロナウイルス感染拡大防止対策
のため実技研修は中止し、資料の配布による自宅研
修を実施した。

・聴覚障害者の理解とボランティアの育成を目的に下
記講座を実施した。
　【手話奉仕員養成講座】入門課程午前コース：講習
時間44時間、受講人数20人、入門課程夜コース：講
習時間42時間、受講人数20人、基礎課程（前期・後
期）夜コース：講習時間62時間、受講人数13人、手話
ステップアップ講座：講習時間18時間、受講人数6人、
手話奉仕員レベルアップ講座：講習時間7.5時間、受
講人数9人、【要約筆記講座】新型コロナウイルス感
染拡大のため中止。

２．ある程度の成果を得て
いる

19 ① 各種検診の充実 ・疾病や障害の早期発見・早期予防
ができるよう、健診の受診率向上に
向けた啓発活動とともに、従事者の
スキルアップや医師の確保等、実施
体制の充実に努めます。

健康推進課

4か月児健康診査
１歳６か月児健康診
査
２歳６か月児歯科健
康診査
３歳児健康診査
経過観察健康診査

乳幼児健康診査未受
診児訪問事業

・４か月児・1歳６か月児・２歳６か月児歯科・３歳児健
康診査の定期健康診査や経過観察健康診査等で、
疾病や障害の早期発見に努め必要な支援につなげ
るとともに、育児支援や発達支援を行っている。また
健康診査等に従事する専門職のスキルアップを目指
し、勉強会等を開催している。

・法定による健康診査においては、未来所者に対し訪
問等による現認を行い、訪問した際には受診勧奨を
行い乳幼児の成長発達や養育確認を行っている。

２．ある程度の成果を得て
いる

20 ② 相談支援の充実 ・妊娠中から産後の不安や悩みにつ
いて相談できるよう、面接や電話によ
る相談支援の実施とともに、支援が
必要な方の早期把握に努めます。

・保健師、助産師、栄養士、保育士、
臨床心理士等による相談支援の実
施により、関連機関と連携をとりなが
ら、適切な養育支援の充実に努めま
す。

・保育園や幼稚園において、集団の
なかで支援が必要な子どもを早期に
発見・対応できるよう、職員の研修機
会の充実を図ります。また、適切な情
報提供やアドバイス等を行うことによ
り、改善や二次障害の予防に努めま
す。

健康推進課

妊娠届出時面接
ママにっこり相談
新生児訪問
フォロー訪問
電話相談
オンライン相談

・妊産期から子育て期までの切れ目のない支援がで
きるよう、助産師等の専門的な見地から支援を必要と
する妊産婦等を早期に把握し、相談支援を実施。訪
問指導、電話相談、面接相談、オンライン相談等で対
応している。

・子育て施設課主催の保育士等を対象とした学習会
の講師依頼をうけ、臨床発達心理士を派遣し、人材
育成の充実を図った（年１回）。

・障害児療育部会が主催で、人材育成を目的として、
発達に支援が必要な子どもに関する研修会を実施す
る予定であったが、新型コロナウイルス感染症の感染
拡大防止のため、中止した。

２．ある程度の成果を得て
いる

Ⅱ　子どもの生き
る力を育み伸ばす

1　早期発見・早期
療育の推進

(1) 早期発見のための
取り組み推進

4　情報提供・コ
ミュニケーション支
援の充実

5 ページ
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21 ① 療育支援施設の充実 ・重度の障害がある乳幼児の療育の
充実のため、専門的な機能を有する
療育センターの設置について、大阪
府へ要望していきます。

・肢体不自由児・知的障害児療育施
設である総合通園センターの地域の
中核的な療育支援施設として、充実
させていきます。

子育て施設課
総合通園センター運
営事業

・平成29年8月1日より多機能型児童発達支援セン
ターとして「岸和田市立総合通園センター」を開設し
た。福祉型児童発達支援を行う「パピースクール」は
年間31名が通所し、医療型児童発達支援を行う「いな
がわ療育園」には年間13名が通所していた。また、外
来リハビリテーションを年間延べ2,368名（就学前児
653名、就学児1,715名）が利用していた。障害児通所
支援事業とは別に、自主事業の親子教室に「パピー
スクール」は年間10名が、「いながわ療育園」に2名が
参加していた。今年度から、地域で発達に悩む保護
者を対象とした事業であるパピースクール主催の「あ
そびの広場」に追加し、未歩行児を主な対象児とした
いながわ療育園主催の「こあらひろば」を開始した。

２．ある程度の成果を得て
いる

22 ② 療育支援体制の整備 ・「あゆみファイル」の適正な活用をよ
り一層促す研修会の実施等により、
発達支援の必要な子どもへのライフ
ステージに応じた相談体制の充実を
図ります。

・岸和田市子育て支援地域協議会障
害児療育部会や、岸和田市障害者
自立支援協議会等の連携により、
ネットワーク構築の推進を図ります。

健康推進課 発達相談事業

・あゆみファイルの適正な活用を促進するため、障害
児療育部会が主催して、「あゆみファイル」の活用に
関する研修をWEBで開催した。1か月間視聴

・障害児療育部会は年間２回の部会を開催し、障害
児支援に関する課題共有、情報交換を行った。また
あゆみファイルの改訂に関する検討を行った。令和３
年度に就学予定の障害児等を持つ保護者を対象に
進路説明会を開催した（年1回）。

２．ある程度の成果を得て
いる

23 ① 保育・教育体制の充実 ・障害の有無にかかわらず、ともに学
び、ともに育つことができるような視
点での保育・教育の充実を図りま
す。

・保育所入所にあたり、保育士と臨床
心理士等が連携し、子どもの適正な
心理判定を行うことにより、集団生活
で必要な支援を検討します。

・障害がある児童が、集団の中でとも
に学び、ともに育つことができるよう
に必要な支援を行います。

・保育所の巡回相談対象児や幼稚園
の発達相談対象児の増加に対応す
るため、ニーズに合わせた相談体制
の充実を図ります。

・「あゆみファイル」を活用した一人ひ
とりの支援情報の適切な引き継ぎを
行うことにより、就学前から就労に至
るまで、一貫した支援の充実を図りま
す。

健康推進課 発達相談事業

・保育所入所にあたり、子育て施設課の依頼を受け
て、臨床発達心理士（または臨床心理士）を派遣し、
子どもの適正な心理判定を行い、集団で必要な支援
内容の検討を行った。

・巡回相談は、市内の医療型児童発達支援センター
（いながわ療育園）、福祉型児童発達支援センター
（パピースクール）、公立保育所、民間保育園、認定こ
ども園に在園する発達に支援が必要な子どもを対象
に発達検査を用いた個別相談や集団観察等を行い、
保護者・保育士への助言等を行った。

・幼稚園や保育園の先生が同席のもと、発達相談を
行い、保護者へ就学に向けての引継ぎの必要性等の
説明を行い、「あゆみファイル」を活用したスムーズな
移行支援を行った。

２．ある程度の成果を得て
いる

24 ② 職員の研修の充実 ・幼稚園教諭を対象とした特別支援
教育研修、特別支援教育コーディ
ネーター連絡会、発達検査研修等に
よる研究機会の充実を図ります。

・障害児保育については、保育所職
員を対象とした「障害児保育研究会」
を定期的に開催し、子どもの発達と
保育に関する学びあいの機会を創出
します。

人権教育課 特別支援教育事業

・特別支援教育研修や特別支援教育コーディネー
ター連絡会を幼稚園教職員も対象として実施した。ま
た、障害者に関する人権問題をはじめとした、さまざ
まな課題に係る研修を実施し、教職員の人権感覚の
高揚を図った。

２．ある程度の成果を得て
いる

Ⅱ　子どもの生き
る力を育み伸ばす

1　早期発見・早期
療育の推進

(2) 乳幼児期の療育支
援の充実

2　年齢や障害特
性に応じた保育・

教育の充実

(1) 幼児保育・教育の
充実

6 ページ
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25 ① 教育体制の充実 ・就学相談や教育相談、専門家によ
る巡回相談等により、個々のニーズ
に円滑に対応できる体制づくりに努
めます。

・しいのみ学級における肢体不自
由、病弱・身体虚弱のある児童・生徒
にに対して、しいのみ学級における
機能訓練を計画的に実施します。

・市民病院と連携を図り、院内療養
中の児童のための、教育機会の提
供を支援します。

人権教育課 特別支援教育事業

・就学相談や支援相談が年々増加する中、個々の
ニーズに丁寧に対応した。

・機能訓練について、理学療法士の確保に努めるとと
もに、計画的に実施した。

・新型コロナウィルス感染症対応のため、市民病院の
フロア閉鎖など院内学級への運営に影響があった
が、入院した児童が安心して学校復帰できるよう、医
師、看護士と連携し、可能な限り指導を行った。。

２．ある程度の成果を得て
いる

26 ② 教職員の研修の充実 ・特別支援教育に関する研修の実施
により、教職員の資質向上に努めま
す。 人権教育課 特別支援教育事業

・特別支援教育研修や特別支援教育コーディネー
ター連絡会を実施した。

１．計画通り、あるいはそれ
以上の成果を得ている

27 (3) 後期中等教育にお
ける教育の充実

・市立産業高校における受け入れの
充実に向け、特別支援教育研修や
特別支援教育コーディネーター連絡
会等における研修を実施します。

・支援を必要とする障害のある生徒
の増加に対応できるよう、高等学校
や支援学校におけるきめ細やかな支
援について、大阪府への要望を継続
します。

人権教育課 特別支援教育事業

・特別支援教育研修や特別支援教育に関する情報提
供、コーディネーター連絡会などについて、産業高校
の教職員も参加した。

・高等学校や支援学校において、きめ細かく支援でき
る場が必要であることを継続して要望した。

２．ある程度の成果を得て
いる

28 (4) 医療的ケアを必要
とする児童への対
応の充実

・医療機関や支援学校との連携を図
りながら、市立小中学校への看護師
の配置に努めます。

・府立支援学校での医療的ケアの必
要な子どものための看護師配置の充
実について、大阪府への要望を継続
します。

人権教育課 特別支援教育事業

・医療的ケアが必要な児童生徒のために看護師を継
続して配置し、体調面や精神面の日常的なケアを
行った。通常の学級と支援学級との連携を密にし、児
童生徒が安心、安全に学校生活が送れるよう取り組
みを進めた。

１．計画通り、あるいはそれ
以上の成果を得ている

29 ① 文化活動の充実 ・地域の子どもを対象とした夏休みの
短期講座や、「少年教室」「子どもの
居場所教室」を継続するとともに、内
容の充実を図ります。

生涯学習課 青少年育成事業

・「子どもの居場所教室」は、毎週土曜日、市立公民
館では小学4年～中学３年生を対象に、ジュニアオー
ケストラを、小学3年～中学３年生を対象に、陶芸教
室を実施した。同じく心技館では剣道の基本練習など
行った。

なお、「少年教室」「子どもの居場所教室」は「子ども
の居場所教室」に集約しています。

２．ある程度の成果を得て
いる

30 ② スポーツ・レクリエー
ション機会の提供

・子どもが楽しく安心して参加できる
様々なスポーツ・レクリエーション活
動の、機会や場所を提供します。 障害者支援課

・福祉総合センターで、障害児・者体操教室の実施
（月１回）や、自主グループ（元気っこ）の支援（年間の
会場予約等）を行った。

２．ある程度の成果を得て
いる

Ⅱ　子どもの生き
る力を育み伸ばす

3　休日や放課後
活動の充実

(1) 文化・スポーツ活
動の充実

2　年齢や障害特
性に応じた保育・

教育の充実

(2) 小・中学校におけ
る教育の充実
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番
号

基本目標 施策の方向 内　容 担当課 事業名 令和３年度の実施（実績）内容（委託、助成含む）
事業評価

（令和３年度末）
具体的な取り組み 取り組み

31 ① 放課後等における居
場所の確保

・現在実施している放課後子ども教
室（令和２（２０２０）年度は４教室）に
ついて、地域の方々との協働により、
一層の充実を図ります。

・チビッコホーム（放課後児童クラブ）
における障害のある児童の受け入れ
について、指導内容の充実や、支援
員の資質向上・適正配置に努め、利
用促進を図ります。

・「岸和田市障害児のためのサマー
スクール実行委員会」の運営を支援
します。

・放課後等デイサービス事業の活用
により、放課後等における障害のあ
る児童の日中活動の充実を図りま
す。

学校教育課

子育て支援課

放課後児童健全育成
事業

障害児通所支援事業

地域教育支援活動事
業

・チビッコホーム（放課後児童クラブ）
保護者の就労や就学等により放課後保育を必要とす
る小学１～６年生を対象に、家庭機能を補完し児童の
健全育成向上を図るため主に小学校内で実施してい
ます。
支援学校児童の利用　：　0名
支援員の資質向上に向け、子育て支援課主催の研
修の外、府主催研修への参加。

・放課後等デイサービスの利用者は542名（令和４年
３月末現在）で、１年間で延91,665日の利用。

・「放課後子ども教室」は平成19年より、岸和田市内
の小学校区にて、地域の方々との協働により、放課
後子ども教室を実施。
　（令和3年度　6教室　参加児童数195名 安全管理員
103名、２教室はコロナウィルス事情により休室）

２．ある程度の成果を得て
いる

32 ② 地域における居場所
づくりの推進

・「誰もがつどえるリビング」の運営支
援を推進するとともに、地域住民の
みならず、福祉施設や企業も参画し
た常設型の地域の居場所づくりに取
り組みます。 社会福祉協議会

岸和田っ子を地域で
はぐくむ居場所づくり
プロジェクト

誰もがつどえるリビン
グ推進事業

・市内で市民有志が取り組む誰もが参加できる食事
提供がある居場所の設置運営を支援した。
(令和4年3月末時点21拠点に対して支援)

・福祉政策課との連携で多世代の住民の交流の場で
ある「誰もが集えるリビング」の設置、運営を支援し
た。
(令和4年3月末時点50拠点に対して支援)

２．ある程度の成果を得て
いる

33 (1) 障害福祉サービス
の提供

・障害のある児童が、障害児入所施
設からの自立やライフステージに合
わせて、必要な障害福祉サービスが
受けられるよう、事業所・施設等との
連携を図るとともに、障害福祉計画
に基づくサービスの提供を推進しま
す。

・医療的ケアが必要な児童に対して、
ライフステージに合わせて、必要な障
害福祉サービスを受けられるよう、
ホームヘルプサービス、短期入所
（ショートステイ）が行える事業所の
確保に努めます。

障害者支援課

子育て支援課

・事業所等と連携を取り児童の状況に応じた障害福
祉サービスの提供を行った。

・医療的ケアを必要とする児童の受入れ先確保が求
められている現状を事業者に継続して周知し、サービ
ス提供に向けて研修への参加や事業開始を促してい
く。

２．ある程度の成果を得て
いる

34 (2) 各種手当制度の周
知

・広報紙等による定期的な情報提供
の実施により、各種手当制度の周知
を推進します。

障害者支援課
・広報紙、市ホームページ及び窓口での手帳交付時
に制度の周知を行った。

２．ある程度の成果を得て
いる

Ⅱ　子どもの生き
る力を育み伸ばす

3　休日や放課後
活動の充実

(2) 居場所づくりの推
進

4　生活支援の充
実
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番
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基本目標 施策の方向 内　容 担当課 事業名 令和３年度の実施（実績）内容（委託、助成含む）
事業評価

（令和３年度末）
具体的な取り組み 取り組み

35

36 ② 健康づくり、介護予防
の促進

・二次障害等を予防するため、健康
管理や健康づくりの推進に向けた専
門職による健康相談等に取り組みま
す。

・介護予防活動を促進するため、「い
きいき百歳体操」を中心とした地域の
自主体操活動の普及に取り組みま
す。

健康推進課

介護保険課
健康増進事業

・健康相談：保健師等による健康相談を随時実施。
（栄養士による個別栄養相談、歯科衛生士による個
別歯科相談は予約制で実施）

・地域の自主活動として実施している「いきいき百歳
体操」がコロナ禍で休止する中、継続支援に努め、令
和３年度末現在、市内126ケ所で実施。(令和２年度末
は126ケ所）

２．ある程度の成果を得て
いる

・特定健康診査：40歳以上の岸和田市国民健康保険
加入者を対象に、集団特定健康診査を保健センター
及び市民センター（４か所）や公民館（１か所）で実
施。保健センターでの特定健康診査は、肝炎検診、
各種がん検診、骨粗しょう症検診を同時に実施（２日
間１コースで年間28コース）。市民センターや公民館
での巡回特定健康診査は、肺がん検診、大腸がん検
診、胃がん検診を同時に実施（５会場各年１回）。
・がん検診等：40歳以上（胃がん検診については３５
歳以上、子宮頸がん検診については20歳以上）の市
民を対象に、保健センターで各種がん検診、骨粗しょ
う症検診、市民歯科健康診査を実施（年間34日間）。
・巡回がん検診：40歳以上（胃がん検診については３
５歳以上）の市民を対象に、肺がん・結核健診、胃が
ん検診、大腸がん検診を市民センターや公民館で実
施。※巡回特定健康診査と同日に実施
・巡回乳がん検診：40歳以上の市民で受診日当日偶
数年齢の女性を対象に乳がん検診を市民センターや
公民館で実施（５会場各年１回）。
・医療機関での個別（健）検診：市内指定医療機関に
おいて、20歳以上の市民を対象に基本健康診査、40
歳以上の市民を対象に、肝炎検診、肺がん検診、大
腸がん検診を５月～翌３月まで実施。また、20歳以上
の市民で受診日当日偶数年齢の女性を対象に子宮
がん検診を、40歳以上の市民で受診日当日偶数年
齢の女性を対象に乳がん検診を通年実施。40歳から
75歳未満の市民を対象に、市民歯科健診を通年実
施。
・その他：保健センターでの協会けんぽ特定健康診査
実施時に40歳以上（胃がん検診については35歳以
上）の市民を対象に、肺がん、胃がん検診、大腸がん
検診を同時に実施（年間２日間）、肺がん、胃がん、
大腸がん、乳がん、子宮頸がん検診を同時に実施
（年間２日間）。
・がん検診総合支援事業：20歳の女性に子宮頸がん
検診無料クーポン券、40歳の女性に乳がん検診無料
クーポン券を送付し、受診勧奨を実施。また、大阪府
ががん検診受診勧奨の重点年齢としている年齢の人
に、個別通知による受診勧奨を実施。
・歯科健診：市内指定医療機関において、市民歯科
健康診査を40歳から74歳の市民を対象に、通年実
施。また、40歳以上で寝たきり状態にある人には、訪
問歯科健康診査を実施。
・健康教室：高血圧（未治療）の人を対象に、2日間
コース（年間2回）の高血圧教室と、受講者を対象とし
たフォロー教室（年間１回）を実施。

健康増進事業
２．ある程度の成果を得て

いる
健康推進課

・生活習慣病等を予防するため、各
種健診の受診率の向上を図ります。
また、様々な媒体や健康教育等の機
会を通し、健康に対する意識の向上
を促します。

・歯科健診や歯科健康教育等によ
り、口腔ケアに対する意識の向上を
促します。

各種健診等の充実①Ⅲ　こころと体の
健康を育み、命を
大切にする

1　保健・医療の充
実

(1) 健康づくりの推進
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番
号

基本目標 施策の方向 内　容 担当課 事業名 令和３年度の実施（実績）内容（委託、助成含む）
事業評価

（令和３年度末）
具体的な取り組み 取り組み

37 ① 医療機関における受
け入れ体制の整備

・医師や看護師等の医療機関スタッ
フの障害についての理解を促進する
とともに、コミュニケーションに障害の
ある人が、医療機関において十分な
意思疎通ができるよう、引き続き手
話通訳者・要約筆記者の派遣を推進
します。

市民病院
・平成28年度より手話通訳を月～金、9時～16時で配
置している。

２．ある程度の成果を得て
いる

38 ② 医療サービスの充実 ・医師会との連携や、市民病院の患
者支援センターでの入退院支援等に
より、在宅医療・看護の充実に努め
ます。

・在宅難病患者の方の支援体制を、
医師会、市民病院の患者支援セン
ターや関係機関と連携して推進しま
す。

・障害のある人が安心して歯科診療
を受けることができるよう、関連機関
と連携して開設している障害者歯科
診療の継続的な運営と一層の充実
を目指します。

市民病院

障害者支援課

障害者歯科診療

・地域の歯科診療所で治療を受けることが困難な市
内在住の障害児者を対象に、市が一般社団法人岸
和田市歯科医師会と社会福祉法人光生会に業務を
委託し、令和元年６月より障害者歯科診療を開始し
た。令和３年度の診療回数は44回、延べ人数は329
人。

・市民病院では、予定入院患者の約8割の方に入院
前支援を行い、退院時に支援が必要な方への退院支
援を行っている。

・市民病院に通院している在宅難病患者等からの相
談について、患者支援センターにて相談支援が出来
る体制を整えている。

２．ある程度の成果を得て
いる

39 ① リハビリテーションの
総合化

・身近な地域でリハビリテーションを
受けることができるよう、リハビリテー
ション実施機関に関する情報提供に
努めます。

・個別のニーズに応じ、発症から維
持期まで一貫したリハビリテーション
を受けられるよう、関連機関との連携
の一層の強化を図ります。

市民病院

・回復期リハや外来リハビリ医療機関の情報把握に
努め、個人のニーズに合った医療機関の情報を提供
している。

・脳卒中や大腿骨等の地域医療連携パスを使用し、
急性期・回復期・維持期における地域医療機関との
連携に取組んでいる。

２．ある程度の成果を得て
いる

40 ② 多様な支援ネットワー
クづくり

・岸和田市自立支援協議会におい
て、関係機関の連携を強化し、障害
者等への総合的な支援体制整備を
推進します。また、各部会等における
定期的な情報交換及び支援機関と
の連携により、障害者の自立のため
のネットワーク活動を促進します。

・地域の連携による生活支援を推進
するため、相談支援事業所や地域活
動支援センターにおける活動の促進
を図ります。

・市民病院では、急性期病院としての
リハビリテーションを行うとともに、そ
の後の回復期リハビリテーションにつ
なげるなど地域医療機関との連携を
推進します。

障害者支援課

・令和3年10月から障害者等相談支援事業を再構築、
6つの圏域に分け、身近な地域に相談できるところを
設置、3障害対応できる相談体制とした。あわせて岸
和田市自立支援協議会の各部会等のメンバーを再
編し、定期的な情報交換を行った。

・対人関係や体調等の理由でサービスを利用してい
ない障害者に委託相談支援事業所や地域活動支援
センターを案内し、継続的な相談につなげるよう努め
た。

２．ある程度の成果を得て
いる

41 (4) 個別のニーズに対
応する関連機関の
連携強化

・市民病院で治療を終えた障害のあ
る人を、地域の医療機関にスムーズ
につなげられるよう、高度・専門医療
と救急医療の充実を図るとともに、地
域医療機関との連携強化を図りま
す。

・高次脳機能障害のある人とその家
族の支援の充実のために、「高次脳
機能障害地域支援ネットワーク」との
連携を図るとともに、家族介護の会
の組織化を支援します。

市民病院
・随時紹介できるよう、市内15病院との病病連携会議
を年３回開催し、各医療機関と情報交換を行い、現状
や問題点等把握し連携強化に取り組んでいる。

２．ある程度の成果を得て
いる

Ⅲ　こころと体の
健康を育み、命を
大切にする

1　保健・医療の充
実

(2) 地域医療の充実

(3) 地域リハビリテー
ションの推進
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基本目標 施策の方向 内　容 担当課 事業名 令和３年度の実施（実績）内容（委託、助成含む）
事業評価

（令和３年度末）
具体的な取り組み 取り組み

42 ① こころの健康づくりに
関する啓発活動の推
進

・庁内外の相談機関の連携を図ると
ともに、相談会やゲートキーパー養
成研修の開催、相談カードの配布等
により、自殺予防対策を推進します。

・ストレスの対処法などについて、健
康教室や健康相談等を通し、正しい
知識の普及・啓発を行います。

健康推進課 自殺対策事業

・自殺予防対策として、庁内外の相談機関によるネッ
トワーク会議の書面開催（１回）や相談機関の連絡先
を掲載した相談カードの作成と配架、精神科医師や
弁護士等専門職種による相談会の開催（年３回）、職
員向けゲートキーパー研修の開催（年２回）、予防週
間（9月中旬）や強化月間（3月）において、広報誌等
への掲載や南海電鉄の主要駅に自殺予防のポス
ター掲示を依頼し啓発活動を行なった。

・令和２年３月に策定した「岸和田市いのち支える自
殺対策計画」にかかる施策を総合的かつ効果的に推
進していくために、岸和田市いのち支える自殺対策推
進本部会議に計画の進捗管理を報告した。

２．ある程度の成果を得て
いる

43 ② 相談体制の充実 ・各種相談機関との連携により、相談
体制や支援充実を図ります。 障害者支援課

・相談内容に応じて各種相談機関と連携して対応す
る等の支援を行った。

２．ある程度の成果を得て
いる

44 ① 障害者雇用に関する
啓発活動の促進

・ハローワークや泉州中障害者就
業・生活支援センター、商工会議所
等と連携し、事業主等が障害者雇用
に関する理解と認識を深めることが
できるよう、啓発を強化します。

・障害者雇用に関する事業所への助
成制度について、ハローワーク等と
連携し情報提供の支援に努めます。

産業政策課
労働相談事業
労働教育啓発事業

・関係機関と連携し、事業主等が障害者雇用に関す
る理解と認識を深めることができるよう、適宜チラシを
通じて啓発強化に努めた。

・適宜チラシ配布等を行い、情報提供の支援に努め
た。

２．ある程度の成果を得て
いる

45 ② 就労相談の充実 ・障害者雇用就労相談や就労困難者
等雇用相談等による雇用・就労支援
を推進します。

・「地域就労支援事業推進会議」によ
る情報交換の推進とともに、国や府
の労働関係機関及び泉州中就業・生
活支援センターとの連携による、相
談支援ネットワークの強化を図りま
す。

産業政策課
労働相談事業
労働教育啓発事業
地域就労支援事業

・障害者雇用就労相談や就労困難者等雇用相談を
通じて雇用・就労支援に努めた。

・(一社)おおさか人材雇用開発人権センターへ委託
し、11月26日に「きしわだ障害者就職模擬面接会」を
開催した。６名の参加があり、一般就労を目指し訓練
等を継続中である。

・コロナ禍の中、できるだけ関係機関との会議に出席
し、情報交換や連携強化を図った。

２．ある程度の成果を得て
いる

46 ③ 職業訓練・職場実習の
推進

・大阪障害者職業能力開発校にて実
施する職業訓練等について、関係機
関と連携し、周知を図ります。 障害者支援課

・大阪障害者職業能力開発校にて実施する職業訓練
等の案内チラシを市の窓口に配架した。また市役所
内での障害ある人の実習を行った。（納税課、生涯学
習課にて実施）

２．ある程度の成果を得て
いる

47 (2) 雇用・就労機会の
創出

・「行政の福祉化」への取り組みを推
進するとともに、市役所における障害
のある人の法定雇用率の達成と維
持を図ります。

・授産製品の製作・販売の場として福
祉ショップの設置を検討します。

・総合評価入札評価基準の改定を検
討し、就職困難者及び障害のある人
の雇用の促進を図ります。

人事課

障害者支援課

契約検査課

総合評価入札制度等
への取り組み

・法定雇用率は達成しており、状況に応じて障害者対
象の採用試験を実施している。令和３年度は正職員
の試験を実施し１名採用した。

・令和３年度は総合評価入札が未実施のため実績は
ない。令和４年度に行われる市庁舎清掃警備等管理
業務委託の総合評価入札における評価項目に障害
者新規雇用計画、知的障害者就業支援計画、障害者
雇用実績、障害者雇用率等を入れ、評価の加点対象
とする予定。

・市役所内での実習生の受け入れ（令和３年度は納
税課、生涯学習課）を実施した。

１．計画通り、あるいはそれ
以上の成果を得ている

雇用・就労の促進Ⅳ　生きがいを持
ち、活力のある生

活を送る

1　就労支援の充
実

(1)

Ⅲ　こころと体の
健康を育み、命を
大切にする

2　こころの健康づ
くり

(1) こころの健康づくり
の推進
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番
号

基本目標 施策の方向 内　容 担当課 事業名 令和３年度の実施（実績）内容（委託、助成含む）
事業評価

（令和３年度末）
具体的な取り組み 取り組み

48 (3) 就労継続（定着）に
向けた取り組みの
充実

・障害のある人が職場に適応し、長く
働き続けることができるように、関係
機関と連携して就労支援に努めま
す。

・雇用と福祉分野の連携により、離職
した障害のある人の再就職の支援を
推進します。

障害者支援課
自立支援・介護給付
費等事業

・障害福祉サービス事業所との連携、就労系サービ
スの支給決定等、継続的な就労機会の提供に努め
た。

２．ある程度の成果を得て
いる

49 ① 障害者団体の活動支
援

・広報紙やリーフレット等の各種媒体
により、障害者団体の活動の周知を
推進します。

・研修会、レクリエーション等、障害福
祉団体の活動促進を図ります。

障害者支援課

障害者福祉団体支援
事業

地域生活支援事業

・各団体への補助金を通じて、レクリエーションや研
修の実施を支援した。

・窓口での個別の相談から、各団体を紹介した。

１．計画通り、あるいはそれ
以上の成果を得ている

50 ② 交流の促進 ・近隣市の障害者団体との交流等、
団体間同士の交流の促進を図りま
す。

・地域住民のみならず、福祉施設や
企業も参画した常設型の地域の居場
所づくりに取り組みます。

・市立福祉総合センターにおいて、だ
れもが気軽に集える居場所を開設
し、社会参加のきっかけづくりを推進
します。

・障害のある人とボランティアが、とも
に学びあう機会である「岸和田市障
害者学級」の運営を支援します。

生涯学習課

社会福祉協議会

岸和田っ子を地域で
はぐくむ居場所づくり
プロジェクト

誰もがつどえるリビン
グ推進事業

・障害のある人と地域の人々が、ともに学びあい、つ
ながりの場を創りだしていく活動、「岸和田市障害者
学級」の運営支援に努めている。

・市内で市民有志が取り組む誰もが参加できる食事
提供がある居場所の設置運営を支援した。
(令和4年3月末時点21拠点に対して支援)

・福祉政策課との連携で多世代の住民の交流の場で
ある「誰もが集えるリビング」の設置、運営を支援し
た。
(令和4年3月末時点50拠点に対して支援)

２．ある程度の成果を得て
いる

51 ① 各種講座の提供 ・手話通訳のある講座の開催や、障
害のある人の興味に応じた講座の企
画を行います。

・障害のある人の技術や能力を活か
した講座の講師役の機会の提供に
努めます。

生涯学習課

障害者支援課

社会福祉協議会

学級講座運営事業

ボランティア養成講座

「障害のある方と出会ったら」→18人参加
「負担の少ない介護術」→10人参加
「断る勇気～キットダイジョウブ～」→10人参加
「シークレットサービスに聞く　わたしの身の守り方」→
21人参加
「音楽の花束～returns～」→70人参加
学び舎ゼミ「ちょっと気になるウチの子～理解して自
分も子どもも楽になる～」→のべ122名参加

・視覚障害者PCサポートボランティア講座において、
視覚障害者の講師から音声読み上げソフトの使い方
の説明があった。2回7名

１．計画通り、あるいはそれ
以上の成果を得ている

交流・ふれあいの
場の創出

Ⅳ　生きがいを持
ち、活力のある生

活を送る

1　就労支援の充
実

2　社会参加・余暇
活動の促進

(1)

(2) 文化・スポーツ・レ
クリエーション活動
の促進
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番
号

基本目標 施策の方向 内　容 担当課 事業名 令和３年度の実施（実績）内容（委託、助成含む）
事業評価

（令和３年度末）
具体的な取り組み 取り組み

52

53 ③ スポーツ・レクリエー
ション活動の促進

・障害者スポーツの機会の提供を通
し、障害者スポーツの振興・充実を推
進します。

・スポーツ活動の機会において、ニー
ズに応じて障害のある人（児童）の受
け入れを検討する等、スポーツをす
る場や機会の創出を促進します。

障害者支援課

・毎年、大阪府障害者スポーツ大会への選手の派遣
支援や岸和田障害者スポーツ（ＦＤ）への支援、車い
すバスケットボール大会の開催を行っていたが、新型
コロナウィルス感染症拡大防止のため令和３年度は
中止となった。

・福祉総合センターでフライングディスクの練習を行っ
ているが、新型コロナウィルス感染症拡大防止のた
め、練習回数は減少した。

３．あまり成果を得ていない

54 ④ 施設のバリアフリー化 ・公民館やスポーツ施設等につい
て、バリアフリーの視点を考慮した整
備・修繕を推進します。 スポーツ振興課

生涯学習課

公民館・青少年会館
管理事業

・多目的トイレの温水便座の交換（市立公民館・葛城
上地区公民館）など、バリアフリーの視点において随
時改修を行っている。

・施設改修の際は、スロープの一部補修やトイレの洋
式化等、バリアフリーの視点において随時改修を行っ
ている。

１．計画通り、あるいはそれ
以上の成果を得ている

文化活動の促進②

Ⅳ　生きがいを持
ち、活力のある生

活を送る

2　社会参加・余暇
活動の促進

文化国際課

図書館

・アートマルシェ等を通し、障害のあ
る人の芸術・文化鑑賞の機会の創出
を図るとともに、内容の充実に努めま
す。

・視覚障害のある人を対象として、録
音図書、点字図書及び大活字本の
収集、整理、保存を推進するととも
に、対面朗読を実施します。また、
ファクシミリを活用した受付対応及び
宅配サービスの継続等、障害のある
人に対する図書サービスの充実を図
ります。

(2) 文化・スポーツ・レ
クリエーション活動
の促進

２．ある程度の成果を得て
いる

アートマルシェ

図書館運営事業

・令和3年度実施のアートマルシェにおいては、すべて
のワークショップにおいて、障害の有無にかかわらず
可能であれば参加していただきたく、障害者・児のみ
を対象にしたワークショップは企画しなかったが、障
害がある人からの申し込みはなかったと思われる。
・3月のアートマルシェにおいて、視覚障がい者の方
への理解を深めるきっかけの場として点字体験コー
ナーを設けた。15名ほどの参加者が興味深く取り組
んでいた。

１．対面朗読サービス
　ボランティアグループの協力を得て、視覚障害者な
ど自力で本を読むことが困難な障害者を対象に対面
朗読サービスを実施し、読書の機会を保障してきた。
令和３年度実績　32千円　19回
２．カセットテープ又はＣＤによる「声の新着案内」の
発行
　視覚障害のある市民を対象に、カセットテープ又は
ＣＤによる「声の新着案内」を発行し、読書の機会の
均等を図っている（岸和田市視覚障害者協会との委
託契約）
令和３年度年実績　150千円　227本発行（年４回）
３．大活字本の充実
　大きな活字で視力の弱い方や高齢の方にも読みや
すい大活字本を蔵書に加え、読書の機会を提供して
きた。
　市内の図書館で2,203冊所蔵。
４　点字・録音図書の貸出
　ボランティアグループの協力を得て作成した点字図
書・録音図書を所蔵。また、サピエ（視覚障害者情報
総合ネットワーク）に加入し、全国から点字図書・録音
図書を取り寄せるとともに郵送による貸出しにも対応
している。また、録音図書を聴くのに必要な専用機器
の貸出しを行っている。
　録音図書貸出　1,964点、点字図書貸出　37点
５　宅配サービス
　身体に障害があり来館が困難な方に、直接自宅へ
図書を届ける宅配サービスを行っている。
　宅配　74件
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番
号

基本目標 施策の方向 内　容 担当課 事業名 令和３年度の実施（実績）内容（委託、助成含む）
事業評価

（令和３年度末）
具体的な取り組み 取り組み

55 ① 情報提供の充実 ・各種媒体を活用した余暇活動に関
する情報の収集・提供に努めます。

・いきいき学びのプランについて、点
字版や音声版の作成・発行を推進し
ます。

生涯学習課
生涯学習活動推進事
業

・いきいき学びのプランについて、点字版・音声版を
作成し、生涯学習情報の提供に努めている。

２．ある程度の成果を得て
いる

56 ② 外出支援サービスの
充実

・手話通訳者等の派遣により、聴覚
障害のある人の余暇活動への参加
を促進します。

・移動支援の増加するニーズに対応
するとともに、利用者へのサービスの
周知を推進します。

障害者支援課 地域生活支援事業 ・余暇活動の目的に合わせた支援の提供を行った。
２．ある程度の成果を得て

いる

57 ① 地域福祉活動の推進 ・岸和田市社会福祉協議会が組織す
る地区福祉委員会や、小地域ネット
ワーク活動等による情報提供や研修
等、住民主体で行う福祉活動の支援
を推進します。

・地域福祉への障害のある人の参画
を推進するため、地域と障害のある
当事者との連携を促進します。

・岸和田市社会福祉協議会や地域団
体だけでなく、郵便・水道等事業者と
も連携し、孤立化を防ぐ地域の見守
り支援体制の充実に努めます。

社会福祉協議会

福祉政策課

地区福祉委員会活動
推進事業

小地域ネットワーク活
動推進事業

誰もがつどえるリビン
グ推進事業

・災害時避難行動要支援者への日頃からの見守り活
動等を地区福祉委員会に提案し、地域内で町会、民
生委員、地区福祉委員会等が合同で日頃からの福
祉活動について検討する場づくりを支援した。

・福祉政策課との連携で多世代の住民の交流の場で
ある「誰もが集えるリビング」の設置、運営を支援し
た。
(令和4年3月末時点50拠点に対して支援)

・小地域ネットワークが開催しているサロン等に、障が
いの有無にかかわらず参加を促し、地域で孤立しな
いための環境づくりを推進している。(参加延べ人数
17,903人)

・コミュニティソーシャルワーカー（ＣＳＷ）が、障害者
の生活相談等を実施し、必要な支援につなげている。
（延相談件数132件）

２．ある程度の成果を得て
いる

58 ② ボランティア活動の推
進

・ボランティアセンターでは、新たな人
材の確保に向けたボランティア養成
講座の開催とともに、勤労者や学生
等も参加しやすい体験型プログラム
の開発等、より多くの市民が参加で
きる環境整備を推進します。

・市民活動サポートセンターの運営を
通して、、市民の自主的な活動を支
援していきます。

・障害のある人のボランティア活動を
推進するため、受け入れ施設の拡大
に向けた啓発活動とともに、障害の
ある人も取り組むことができるプログ
ラムの開発に努めます。

・企業やその従業員に向けたボラン
ティア活動等の機会の提供を推進し
ます。

社会福祉協議会

自治振興課

市民活動サポートセ
ンター運営業務

ボランティア体験プロ
グラム

・市民活動支援の拠点と位置づけて運営を実施。主
な活動としてNPOを含む市民活動団体の設立や運営
等に関する相談業務や情報発信、市民活動団体や
市民などを対象とした講座の実施、交流会の開催、
オープンスペースの提供、市民活動団体等のチラシ
や参考図書の配架等を行っている。

・８～９月の夏休み期間限定でのボランティア体験プ
ログラムでは、18のプログラムを福祉施設・団体から
提供いただき、13名の市民の参加がありボランティア
の体験を支援した。

１．計画通り、あるいはそれ
以上の成果を得ている

Ⅴ　いつまでも住
み慣れたまちで暮
らせる地域生活基
盤をつくる

(1) 住民参加の促進

Ⅳ　生きがいを持
ち、活力のある生

活を送る

2　社会参加・余暇
活動の促進

1　地域包括ケア
の構築に向けた支
えあいのしくみづく

り

(3) 外出・移動支援の
充実
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基本目標 施策の方向 内　容 担当課 事業名 令和３年度の実施（実績）内容（委託、助成含む）
事業評価

（令和３年度末）
具体的な取り組み 取り組み

59 ① 相談対応の充実

障害者支援課
２．ある程度の成果を得て

いる

60 ② ケアマネジメント体制
の充実

・障害の特性や家族状況等による
様々なニーズに対応できるよう、相
談支援専門員を確保するための研
修の充実や、勉強会を通じた資質の
向上を図ります。

・すべての対象者に向けた計画相談
支援の推進や、「あゆみファイル」の
活用等による多様なニーズの把握、
切れ目のない相談支援体制の維持
を図ります。

障害者支援課

・自立支援協議会の相談支援部会において、支援方
法等に関する勉強会や事例検討を行った。

・計画相談について、個々のケースの支援内容や、
計画作成の際に必要な視点などについて、適時助言
した。

２．ある程度の成果を得て
いる

61 ③ 重層的・包括的な支援
への取り組み

・岸和田市地域福祉計画や他の福祉
関連計画との連携を図り、障害のあ
る人や障害のある児童のニーズに対
応するため、関係各課・関係機関と
協力し、属性や世代を問わない重層
的・包括的な支援体制を共に目指し
ます。

障害者支援課
・岸和田市地域福祉計画の基本理念である「増進型
の地域福祉の展開」を念頭に、関係各課・関係機関と
協力し、支援を実施した。

２．ある程度の成果を得て
いる

Ⅴ　いつまでも住
み慣れたまちで暮
らせる地域生活基
盤をつくる

1　地域包括ケア
の構築に向けた支
えあいのしくみづく

り

相談支援体制の充
実

(2) ・障害のある人の総合的な相談窓口
である「岸和田市障害者基幹相談支
援センター」を拠点とし、各相談支援
機関の機能・特性に応じた役割分担
を行うことにより、多様なニーズに対
応する相談支援体制の構築を図りま
す。また、支援の必要な人の把握に
取り組みます。

・岸和田市障害者自立支援協議会の
機能強化により、障害のある人への
支援体制の整備とともに、効果的な
相談支援体制の構築を推進します。

・身体、知的、精神障害者相談員に
ついて、障害のある人や家族に対す
る周知を図ります。また、相談員同士
や関連機関との連携による相談対応
の充実を図ります。

・犯罪や触法行為等への関与の防止
や、長期入院、入所等からの地域生
活移行や支援のため、地域や関連
機関と連携した支援体制を構築しま
す。

・地域生活支援拠点等の整備の推進
により、地域移行支援や親元からの
自立等に関する障害のある人やその
家族からの相談対応の充実を図りま
す。

・令和3年10月から市内を6つの圏域に分け、身近な
地域で3障害対応の相談支援体制を構築した。

・地域生活支援拠点等整備では、緊急時の相談・受
入れについて、広報きしわだや岸和田市Ｗｅｂサイト
による周知に努め、事前登録制により、対象となる方
の登録を行った。

・障害者相談員の委嘱により、地域での相談に応じ、
必要に応じて関係機関への案内につなげた。

・重度の等級の手帳所持者のうち、サービス未利用
者の訪問は、新型コロナウイルス感染拡大防止のた
め、見合わせとした。
　

15 ページ
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（令和３年度末）
具体的な取り組み 取り組み

62 ① 障害特性や個々の
ニーズへの対応の充
実

・計画相談支援に基づき、障害特性
や個々のニーズに応じたサービスの
確保・提供を図ります。

・障害支援区分の適切な認定によ
り、利用者一人ひとりの実情に応じ
た支給決定に努めるとともに、審査
請求制度について十分な周知を図り
ます。

・居住支援のために必要な相談、体
験の機会、緊急時の対応等の機能
を備えた地域生活支援拠点等の整
備の推進により、障害のある人の生
活を地域全体で支えるサービス提供
体制の構築を図ります。

障害者支援課

自立支援・介護給付
費等事業
　
障害支援区分認定等
事業

・相談員との連携を図り、個々のニーズに応じたサー
ビスの提供に努めた。
　
・区分認定が適切に行えるよう調査を行った。出た区
分に応じた支給決定を行い、不服のある場合の審査
請求制度についての周知も行った。

２．ある程度の成果を得て
いる

63 ② 障害福祉サービスの
充実

・短期入所（ショートステイ）や移動支
援等について、緊急時等にもスムー
ズに利用ができるサービスの量の確
保に努めます。

・障害のある人の日中活動の場の確
保に向けた事業所の拡充に努めま
す。

・医療的ケアが必要な重度障害のあ
る人への支援の拡充に向けて、医師
会との連携や、医療的ケアに対応で
きる事業所の参入促進を図ります。

・高齢の障害のある人に向けて、介
護保険事業計画に基づき地域包括
ケアシステムの構築を推進するとと
もに、広域型特別養護老人ホームや
小規模多機能型居宅介護等の必要
な施設の整備を図ります。

・サービス提供事業所に対する第三
者評価の推進や、苦情解決のため
のしくみ構築の検討等により、サービ
スの質の向上を図ります。

障害者支援課

介護保険課

・医療的ケアが必要な障害者の社会参加と日中活動
先の確保及び家族の介護負担の軽減を図るため、生
活介護事業所の看護師加配につき市内２事業所に
事業委託を行った。

・介護保険事業計画に基づき地域包括ケアシステム
の構築を推進するとともに、広域型特別養護老人
ホームの実施事業所の公募を実施。１事業所を選定
し令和５年度中に整備を完了し開設見込み。

２．ある程度の成果を得て
いる

64 ③ 地域生活支援事業の
充実

・障害の特性に応じた各種福祉器具
や、日常生活用具の給付の充実を
図るとともに、情報提供の充実を図り
ます。

・移動支援事業がさらに使いやすくな
るよう、協議・検討を行います。

障害者支援課 地域生活支援事業
・個別ケースに応じた利用方法等について協議、検討
を行った。

２．ある程度の成果を得て
いる

65 ① 相談支援体制の充実 ・個別相談支援を行うなかで、家族
介護者の健康状態についても把握
し、関連機関と連携した支援の充実
を図ります。

・関連機関が実施する家族会等、家
族介護者の悩み相談や、情報交換・
交流を図れる場の提供を推進しま
す。

障害者支援課
・個別相談支援を行う中で家族介護者の健康状態に
も留意し、適時関係機関とも連携を図り、必要に応じ
て福祉サービスの利用を勧めた。

２．ある程度の成果を得て
いる

Ⅴ　いつまでも住
み慣れたまちで暮
らせる地域生活基
盤をつくる

2　福祉サービス
の充実

(1) 地域生活支援・
サービスの充実

(2) 家族介護者への支
援

16 ページ
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66 ② サービスの利用促進 ・家族や相談支援専門員からのニー
ズに応じ、家族介護者等の心身の負
担を軽減するために必要なサービス
の提供を推進します。

・関係機関からの情報をもとに、サー
ビス未利用者の掘り起こしを推進し、
必要な人に必要なサービスが提供で
きるよう周知を図ります。

障害者支援課

・重度の等級の手帳所持者のうち、サービス未利用
者の訪問は、新型コロナウイルス感染拡大防止のた
め、見合わせたが、今後の方策について検討を行っ
た。

２．ある程度の成果を得て
いる

67 ① 都市施設の整備の推
進

・「高齢者、障害者等の移動等の円
滑化の促進に関する法律（バリアフ
リー新法）」及び「大阪府福祉のまち
づくり条例」に基づき、公共施設や設
備について、だれもが安心して利用
できるようバリアフリー化を推進しま
す。

・新設、建て替え等の際は、、バリア
フリー化、ユニバーサルデザイン化
を推進します。

建設指導課
府条例に基づく本市
の事前協議

・法、大阪府福祉のまちづくり条例に基づく申請、届出
及び相談に関し適切に対応した。

１．計画通り、あるいはそれ
以上の成果を得ている

68 ② 交通環境の整備の推
進

・国、大阪府、岸和田市、ＪＲ西日
本、南海電気鉄道により、特定経路
及び駅舎の整備を推進し、バリアフ
リー化の早期完成をめざします。

・特定経路の歩道及び交通安全施設
の整備を継続していくとともに、安心
して利用できる通行空間を早期に実
現できるよう推進します。

・障害のある人の移動の利便性を確
保するため、重度障害のある人等を
対象としたタクシー助成券の発行を
継続するとともに、対象者への周知
を図ります。

・高齢者や障害者を含むいわゆる交
通弱者の持続可能な移動手段の確
保については、交通政策のみの分野
だけではなく、幅広い分野において
移動手段の確保に取組みます。

高架事業・道路
整備課

JR阪和線東岸和田駅
付近高架化事業

・駅周辺道路整備（特定経路ではない）として、土生
町34号線　L=214ｍ　が完成

１．計画通り、あるいはそれ
以上の成果を得ている

69 ① 住まいの確保 ・市営住宅について、大阪府や各市
町の事例を踏まえ、グループホーム
の導入について研究するとともに、建
て替え時においては、福祉世帯（車
椅子常用者向特別設計住宅）の戸数
の確保を推進します。

・グループホームに入居する障害の
ある人の家賃の一部助成等により、
住まいの場への支援を推進します。

・「住宅確保要配慮者」が安心して住
まいを確保できる環境整備により、
大阪府における住宅セーフティネット
の構築を図ります。また、民間賃貸
住宅への、障害のある人や高齢者な
ど住宅確保要配慮者の入居が円滑
にできるよう、岸和田市居住支援協
議会において関係団体等と連携しな
がら、市民及び宅地建物取引業者等
への啓発に努めます。

住宅政策課

・居住支援協議会ホームページの開設や相談受付
フォームの設置を通じて、新たな住宅セーフティネット
制度及び協議会活動の周知・普及、要配慮者が相談
しやすい相談体制の充実を図った。

・住宅確保要配慮者が安心して住まいを探すこと、配
慮者向けの物件開拓のため「住まい探し相談＆オー
ナー様空き室相談会」を開催した。

・住宅確保要配慮者（低額所得者、被災者、高齢者、
障害者、子どもを養育する者、等）の民間賃貸住宅へ
の入居支援及び入居後の見守りを仲介を行う協力
店、入居の支援を行う団体と連携し実施した。

２．ある程度の成果を得て
いる

Ⅴ　いつまでも住
み慣れたまちで暮
らせる地域生活基
盤をつくる

3　人にやさしいま
ちづくりの推進

(1) 利用しやすい快適
な都市基盤づくり

(2) 生活しやすい住ま
いづくり

2　福祉サービス
の充実

(2) 家族介護者への支
援

17 ページ
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70 ② 住宅環境の充実 ・「公営住宅長寿命化計画」に基づ
き、市営住宅における住宅内手摺
（浴室、便所、玄関）等の設置を推進
します。

・市営住宅における医療・福祉サー
ビス施設等の生活支援施設の設置
について、他市町の事例を踏まえ、
導入について検討します。

・高齢者福祉施策等と連携し、障害
のある人や高齢者が暮らしやすいよ
う、住宅改修の支援を推進するととも
に、専門職による利用者の身体状況
に応じた助言・指導を行い、より適切
なサービス提供に努めます。

住宅政策課

公共建築マネジ
メント課

・空き家改修時に手すりがない住戸には手すりの設
置をおこなった。

・建築職による利用者の身体状況に応じた助言・指導
を行った。（令和３年度の件数：５件）

２．ある程度の成果を得て
いる

Ⅴ　いつまでも住
み慣れたまちで暮
らせる地域生活基
盤をつくる

3　人にやさしいま
ちづくりの推進

(2) 生活しやすい住ま
いづくり

18 ページ


